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【会社情報の適時開示等の社内体制】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ※発生事実に関しましては、速やかかつ適切な開示を行うべく、代表取締役の判断により、取締役会を経ず

に開示を行うこともあります。 

 

以上 

 

 

 

 

 

各部門責任者・グループ会社社長 

取締役会（意志決定機関） 決議・承認 

代表取締役及び取締役 

情報取扱責任者 

（開示指示→ファイナンシャル＆アカウンティンググループ） 

東京証券取引所 

株主・投資家様 

報告 

付議 

指示（※） 

指示 

開示 

開示 

代表取締役 開示判断 

決算情報 

情報取扱責任者 情報の内容確認・開示案作成 

ファイナンシャル＆アカウンティンググループ 

報告 

報告 

決定事実 発生事実 


